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お知らせ／募集お知らせ／募集
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

お
知
ら
せ
／

募
集

※申込みは原則１日から受付開始
※特に記載のない場合、対象は市内
在住・在勤・在学者、申込み不要

セ
ル
を
配
付
し
ま
す
。

小
学
校
＝
配
付
日　
▽
三
宅
柳

田
・
味
生
＝
１
月
26
日
㈬
▽
鳥

飼
西
・
別
府
・
味
舌
＝
27
日
㈭

▽
鳥
飼
＝
31
日
㈪
▽
鳥
飼
東
＝

２
月
１
日
㈫
▽
鳥
飼
北
＝
２
日

㈬
▽
千
里
丘
＝
８
日
㈫
▽
摂
津

＝
９
日
㈬
※
い
ず
れ
も
午
前
11

時
～
12
時
※
各
学
校
説
明
会
終

了
後
※
当
日
都
合
が
悪
い
場
合

は
、
事
前
連
絡
後
受
け
取
り

問
合
せ　
教
育
政
策
課
へ

小
学
校
入
学
準
備
金

申
請
は
11
月
19
日
㈮
ま
で

　

来
春
、
小
学
１
年
生
に
な
る

児
童
の
い
る
世
帯
に
、
入
学
準

備
金
（
５
万
１
千
６
０
円
）
を

支
給
し
ま
す
。
※
所
得
制
限
あ

り申
込
み　
11
月
19
日
㈮
ま
で
に

市
役
所
６
階
・
子
育
て
支
援
課

で
配
布
（
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
取
得
可
）
の
申
請
書
を
、

同
課
へ
持
参
ま
た
は
郵
送
※
保

護
者
名
義
の
振
込
先
口
座
が
確

認
で
き
る
書
類
が
必
要
※
今
年

１
月
１
日
時
点
の
住
民
票
所
在

地
が
他
市
の
場
合
、
令
和
３
年

度
（
令
和
２
年
分
）
の
所
得
証

明
が
必
要

問
合
せ　
同
課
へ

低
所
得
の
子
育
て
世
帯

生
活
支
援
特
別
給
付
金

　
低
所
得
の
子
育
て
世
帯
（
ひ

と
り
親
世
帯
以
外
）を
対
象
に
、

児
童
一
人
あ
た
り
５
万
円
の
給

付
を
し
て
い
ま
す
。
令
和
３
年

度
分
の
住
民
税
均
等
割
が
課
税

で
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
を
受
け
令
和
３

年
１
月
分
以
降
の
収
入
が
非
課

税
相
当
額
ま
で
急
変
し
た
人
は

対
象
で
す
。
詳
細
は
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
へ

申
請
期
限　
来
年
２
月
28
日
㈪

問
合
せ　
子
育
て
支
援
課
へ

ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

重
度
障
害
者
医
療
証
更
新

　
対
象
者
に
新
し
い
医
療
証
を

10
月
下
旬
に
郵
送
し
ま
し
た
。

新
し
い
医
療
証
（
色
）
＝
問
合

問
合
せ　

吹
田
税
務
署
☎
06

（
６
３
３
０
）
３
９
１
１
へ

阪
急
正
雀
駅
周
辺
清
掃

　
11
月
30
日
㈫
に
、
環
境
美
化

推
進
地
区
で
あ
る
阪
急
正
雀
駅

周
辺
の
ご
み
拾
い
を
行
い
ま

す
。
※
雨
天
の
場
合
中
止

集
合
時
間
＝
場
所　
午
前
９
時

半
＝
正
雀
ふ
れ
あ
い
広
場

問
合
せ　
環
境
政
策
課
へ

11
月
は
大
阪
府

産
業
廃
棄
物
不
適
正
処
理

防
止
推
進
強
化
月
間

　
廃
棄
物
の
野
焼
き
、野
積
み
、

不
法
投
棄
は
、
法
律
で
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。
発
見
し
た
ら
、

大
阪
府
ま
た
は
警
察
に
通
報
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ　

大
阪
府
産
業
廃
棄

物
指
導
課
☎
06
（
６
２
１
０
）

９
５
７
２
へ

11
月
は
自
転
車

マ
ナ
ー
ア
ッ
プ
強
化
月
間

月
間
の
重
点　
自
転
車
利
用
者

の
交
通
ル
ー
ル
遵
守
の
徹
底

ス
ロ
ー
ガ
ン　
自
転
車
も　
車

と
一
緒　
そ
の
責
任

問
合
せ　
道
路
交
通
課
へ

11
月
は「
こ
こ
ろ
の
再
生
」

府
民
運
動
推
進
月
間

　
大
切
な
「
こ
こ
ろ
」
を
見
つ

め
直
し
、「
え
え
も
ん
は
え
え
」

と
ほ
め
る
こ
と
な
ど
、
今
日
か

ら
で
も
で
き
る
身
近
な
取
り
組

み
を
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。

問
合
せ　

大
阪
府
教
育
総
務

企
画
課
☎
06
（
６
９
４
４
）

８
０
４
２
へ

11
月
25
日
〜
12
月
１
日
は

犯
罪
被
害
者
週
間

　
市
や
警
察
で
は
、
相
談
窓
口

を
設
置
し
、
犯
罪
被
害
者
支
援

を
行
っ
て
い
ま
す
。
被
害
に

遭
っ
た
ら
、
一
人
で
悩
ま
ず
に

相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

相
談
窓
口　

▽
市
役
所
２

階
・
防
災
危
機
管
理
課
☎
06

（
６
１
７
０
）
１
５
１
８
（
直

通
）
へ
▽
摂
津
警
察
署
☎
06

（
６
３
１
９
）
１
２
３
４
へ
▽

府
警
本
部
・
警
察
相
談
室
☎
06

（
６
９
４
１
）
０
０
３
０
へ
▽
認

定
Ｎ
Ｐ
О
法
人
大
阪
被
害
者
支

援
ア
ド
ボ
カ
シ
ー
セ
ン
タ
ー
☎

06
（
６
７
７
４
）
６
３
６
５
へ

● 

募
集

市
営
住
宅
入
居
者
募
集

募
集
戸
数　
一
津
屋
第
１
団
地

一
般
世
帯
向
け
・
２
階
１
戸

申
込
み　
11
月
15
日
㈪
ま
で
に

市
役
所
２
階
・
資
産
活
用
課
、

摂
津
市
住
宅
管
理
セ
ン
タ
ー
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
プ
ラ
ザ
、
正
雀

市
民
ル
ー
ム
、
別
府
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
セ
ン
タ
ー
、
公
民
館
（
安

威
川
、
新
鳥
飼
、
味
生
）
で
配

布
の
申
込
書
を
、
同
セ
ン
タ
ー

窓
口
へ
持
参
※
郵
送
不
可

子
ど
も
・
子
育
て
会
議

市
民
委
員
募
集

　
市
の
子
育
て
支
援
施
策
に
、

子
育
て
中
の
保
護
者
の
意
見
を

取
り
入
れ
る
た
め
の
委
員
を
募

集
し
ま
す
。
会
議
は
平
日
、
年

度
内
に
３
回
程
度
実
施
予
定
。

報
酬　
日
額
９
千
円

対
象　
子
育
て
中
の
保
護
者

募
集
人
数　
３
人

任
期　
委
嘱
の
日
か
ら
２
年
間

応
募
方
法　
11
月
22
日
㈪
～
30

日
㈫
に
、
市
役
所
６
階
・
こ
ど

も
教
育
課
で
配
布
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
可
）
の
応

募
用
紙
を
、
同
課
へ
持
参
ま
た

は
郵
送
（
消
印
有
効
）

都
市
計
画
審
議
会
を

傍
聴
し
ま
せ
ん
か

時
間　
11
月
16
日
㈫
午
前
10
時

か
ら

場
所　
市
役
所
３
階
・
３
０
１

せ　
▽
ひ
と
り
親
家
庭
医
療
証

（
水
色
）
＝
子
育
て
支
援
課
へ

▽
重
度
障
害
者
医
療
証
（
き
み

ど
り
色
）
＝
障
害
福
祉
課
へ

令
和
４
年
度

学
童
保
育
室
入
室
受
付

対
象　
保
護
者
の
事
情
に
よ
り

放
課
後
な
ど
に
家
庭
で
保
育
で

き
な
い
新
小
学
１
～
３
年
生
※

現
在
入
室
中
・
待
機
中
で
新
年

度
入
室
希
望
者
も
申
請
が
必
要

申
込
み　
11
月
15
日
㈪
か
ら
市

役
所
６
階
・
子
育
て
支
援
課
、

各
学
童
保
育
室
で
（
市
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
可
）
配
布

の
申
請
書
を
、
12
月
６
日
㈪
～

17
日
㈮
（
12
日
㈰
を
除
く
）
午

前
９
時
～
12
時
・
午
後
１
時
～

５
時
（
13
日
㈪
・
14
日
㈫
は
午

後
７
時
ま
で
）
に
、
同
課
（
11

日
㈯
は
市
役
所
１
階・ロ
ビ
ー
）

へ
持
参
ま
た
は
郵
送
（
必
着
）

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

ら
く
ら
く
申
請

　
申
請
を
出
張
受
付
し
ま
す
。

持
ち
物　
通
知
カ
ー
ド
、
本
人

確
認
書
類
※
持
参
の
な
い
場
合

は
申
請
書
の
お
渡
し
の
み

日
時
＝
場
所　
▽
11
月
11
日
㈭

＝
鳥
飼
東
公
民
館
▽
17
日
㈬
＝

味
生
公
民
館
※
い
ず
れ
も
午
後

２
時
～
４
時
※
カ
ー
ド
は
、
後

日
、
市
役
所
で
交
付

問
合
せ　
市
民
課
へ

国
保
料
土
曜
・
夜
間
相
談

　
11
月
25
日
㈭
午
後
５
時
半
～

８
時
、
27
日
㈯
午
前
９
時
～
12

時
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
１
５
５
５
へ
。

問
合
せ　
国
保
年
金
課
へ

市
税
土
曜
電
話
納
付
相
談

　
11
月
27
日
㈯
午
前
９
時
～
12

時
、
電
話
納
付
相
談
を
受
け

付
け
ま
す
。
専
用
電
話
☎
06

（
６
３
８
３
）
６
１
３
３
へ
。

問
合
せ　
納
税
課
へ

個
人
事
業
税
の
納
付

　

個
人
事
業
税
（
第
２
期
分
）

の
納
期
限
は
11
月
30
日
㈫
で
す
。

問
合
せ　

大
阪
府
三
島
府
税

事
務
所
☎
０
７
２
（
６
２
７
）

１
１
２
１
へ

年
末
調
整
は
電
子
化
で

　
年
末
調
整
手
続
き
は
電
子
化

で
事
務
が
簡
素
化
さ

れ
ま
す
。
※
詳
細
は

下
記
Ｑ
Ｒ
へ

会
議
室

議
題　
▽
生
産
緑
地
地
区
の
変

更
▽
特
定
生
産
緑
地
の
指
定 

定
員　
６
人
（
先
着
）

問
合
せ　
都
市
計
画
課
へ

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

◎
使
用
済
み
切
手
整
理
＝
11
月

18
日
㈭
午
前
10
時
～
午
後
３
時

（
参
加
時
間
自
由
）

◎
ぞ
う
き
ん
縫
っ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ

ア
＝
11
月
22
日
㈪
午
前
10
時
～
午

後
３
時
（
参
加
時
間
自
由
）

と
こ
ろ
・
問
合
せ　

ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
（
地
域
福
祉

活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
内
）
☎
06

（
６
３
１
８
）
１
１
２
８
へ

● 

寄
附

◎
社
会
福
祉
協
議
会
へ

◆
祐
徳
薬
品
工
業
㈱
が
、
９
月

27
日
、
カ
ッ
ト
バ
ン
８
０
０
枚

を
。

～国民健康保険・
　　　　後期高齢者医療制度加入者へ～
柔道整復など柔道整復など
保険適用ができる処置保険適用ができる処置
①整骨院・接骨院（柔道整復師の施術）
骨折・脱臼・打撲・ねんざ（肉離れを含む）
※骨折・脱臼は、応急手当を除き、事前
に医師の同意が必要
②はり・きゅう
神経痛・リウマチ・五十肩などの慢性的
な疼痛を主症とする疾患
③マッサージ
筋麻痺・関節拘縮などで、医療上マッサー
ジを必要とする症例
※②③は医師の同意書または診断書が必要
※いずれも疲労回復や疾病予防を目的と
したマッサージなどは、保険対象外とな
り全額自己負担
問合せ　国保年金課へ

９月の火災  救急件数
　★火災　　 　　　   ０件
　　　　 　（年間累計 10件）
　★救急   　　　　　355 件
　　　   （年間累計 3,370 件） 

救急車を呼ぶか迷ったら、
 「救急安心センターおおさか」

＃ 7119 または
06（6582）7119

（24 時間・365 日対応）

・

議長に南野直司議員議長に南野直司議員
副議長に三好俊範議員副議長に三好俊範議員
　市議会は、10 月８日の本会
議で、議長に南野直司議員（56
歳 公明党 ５期目）、副議長に三
好俊範議員（34 歳 大阪維新の
会 ２期目）を選出しました。
　また、議会選出の監査委員に
は、安藤薫議員（58 歳 日本共
産党 ６期目）が選出されまし
た。　　問合せ　議会事務局へ

南野直司 議長三好俊範 副議長

● 
お
知
ら
せ

緊
急
地
震
速
報
訓
練
の
実
施

　
11
月
５
日
㈮
午
前
10
時
ご

ろ
、
市
内
設
置
の
防
災
用
屋
外

ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
Ｊ
ア
ラ
ー
ト

（
全
国
瞬
時
警
報
シ
ス
テ
ム
）

を
活
用
し
た
緊
急
地
震
速
報
の

テ
ス
ト
放
送
を
実
施
し
ま
す
。

　
放
送
内
容
が
聞
き
取
り
に
く

い
場
合
は
、
デ
ジ
タ
ル
防
災
行

政
無
線
応
答
サ
ー
ビ
ス
（
自

動
音
声
）
☎
06
（
６
３
１
８
）

２
６
０
１
へ

問
合
せ　
防
災
危
機
管
理
課
へ

ラ
ン
ド
セ
ル

配
付
日
の
変
更

　
来
春
、
小
学
１
年
生
に
な
る

児
童
に
、
次
の
日
程
で
ラ
ン
ド



1415

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

健

康

ス
ポ
ー
ツ

・
文
化

図
書
館

施
設
催
し
／

教
育
ほ
か

福

祉

産
業
振
興

子
育
て

ご
み
・
資
源

地
域
／

市
民
活
動

公
民
館
・

コ
ミ
セ
ン

お知らせ／募集
摂津市役所
☎ 06（6383）1111（大代表）
☎ 072（638）0007（代表）

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

相談

お
知
ら
せ
／

募
集

相

談

今 月 の 各 種 相 談 ※いずれも無料
相談名 相 談 内 容 日 時 場所・問合せ

市民法律
土地、建物、金銭貸借、
相続、交通事故などの
法律問題

毎週㊊・㊍
午後１時 15 分〜４時 15 分

（各日先着７人）
自治振興課（市役所２階）
☎ 06（6383）1357
※受付は実施日当日の午前９
時から相談終了時間の 30 分
前（市民法律相談は午後２時）
まで。電話可
※各相談１回 30 分まで
※要望・苦情などの市民相談
窓口は自治振興課です。

行政 国、府、市などの業務
に対する要望など 今月はお休み

登記 登記・測量の問題など ５日㊎午後３時〜５時（先着４人）
外国人

市民相談
外国人が抱えている生
活上の諸問題

中国語＝９日㊋
午前 10 時〜 12 時

中国人在日日本指　咨訊　第 2 周　星期二　午前 10 時〜 12 時
　　　　　　　　　　　　☎ 06（6383）1357

税務
税理士による所得税や
相続税、贈与税などの
税務相談

16 日㊋
午後１時半〜４時半

（先着６人）

市民税課（市役所２階）
☎ 06（6319）1990
※申込みは前日までに、近
畿 税 理 士 会 吹 田 支 部 ☎ 06

（6319）0450 へ

労働 労働全般の相談 毎週㊌
午後１時〜４時

産業振興課（市役所４階）
☎ 06（6383）1362

消 費 生 活 消費者の利益・安全に
関する苦情・要望など

毎週㊊〜㊎
午前９時〜午後 5 時 産業振興課、消費生活相談

ルーム（市役所４階）
☎ 06（6383）2666多重債務

法律

司法書士＝㊍、弁護士
＝㊎による債務（借金）
の問題解決

▷４日㊍午後２時〜５時
▷ 19 日㊎午後１時〜４時

（要事前予約）

心 配 ご と 家族関係、生計、病気
などの悩みごと

２日㊋・９日㊋・16 日㊋
午後１時〜３時

社会福祉協議会（地域福祉活
動支援センター内）
☎ 06（4860）6460

人 権 擁 護 人権擁護委員による相
談

12 日㊎
午後２時〜３時半

自治振興課（市役所２階）
問合せは人権女性政策課へ

人 権
な ん で も

暮らしの中で起こる人
権問題

毎週㊊〜㊎
午前 10 時〜午後４時

市人権協会（人権女性政策課・
市役所４階）
☎ 06（6383）1011

男 性 電 話 生き方・働き方、人間
関係の悩み

24 日㊌
午後１時〜４時

人権女性政策課
☎ 06（6155）9167

女 性 総 合
（電話・面接）

女性のさまざまな悩み
の相談（家庭や職場、
パートナーからの暴力
の相談も含む）

▷毎週㊊㊋㊍㊎㊏
午前９時半〜午後５時
▷第３・４㊋午後１時〜９時
※ 23 日㊗除く

男女共同参画センターウィズ
せっつ・相談室
女性総合
☎ 06（4860）7116
法律・面接予約
☎ 06（4860）7114
※乳幼児の一時保育あり
　（５日前までに要予約）

専
門
相
談

女性法律
（要予約）

女性弁護士による離婚、
相続などの法律相談 ９日㊋午後２時〜４時 40 分

女性面接
（要予約）

女性カウンセラーによ
る心の悩みのカウンセ
リング

▷２日㊋午後１時〜４時 50 分
▷ 11 日㊍・25 日㊍
午前 10 時〜 12 時 50 分
▷ 16 日㊋午後３時〜７時 50 分

巳
寸

《備考》
▽任用期間は、❶令和４年４月１日〜令和５年３月 31 日❷任用
日〜令和４年３月 31 日❸ 12 月中旬〜令和４年３月中旬　▽勤
務実績により❶は令和７年３月 31 日まで❷は令和６年３月 31
日まで再度の任用可　▽「③報酬など」は本市での職務経験を加
味して決定（制度改正などにより変更の可能性あり）▽その他、
条例に基づき、通勤費用（費用弁償）、期末手当などの支給あり

●職員（会計年度任用職員）募集
申込み　必要書類を担当課へ持参または郵送（〒 566-8555（住所不要））

職種
【募集人数】

①職務内容 ②勤務時間 ③報酬など ④資格・要件 
⑤必要書類 ⑥申込期間 ⑦担当課

❶学童保育
室補助指導
員

【20 人程度】

①学童保育室における補助業務全般 ②週５日ま
たは週５日未満（シフト制による）通常：午後
１時半〜５時半、長期学校休業日および代休日：
午前８時半〜午後５時 45 分 ※学校行事などに
より時間が前後する場合有り ※その他、月１〜
２回程度研修など有り ③時給 1,155 〜 1,246
円 ④保育士資格など（詳細は募集要項） ⑤エ
ントリーシート、意向確認書 ⑥ 11 月１日㈪〜
25 日㈭（消印有効） ⑦子育て支援課

❷母子・父子
自立支援員

【１人】

①母子父子家庭を対象としたケースワークや離
婚前相談 ②月〜金曜日の週４日・午前９時〜午
後５時 ③月額約 198,000 〜 204,000 円 ④社
会福祉士資格または福祉関係の対人援助や相談
業務に３年以上従事した経験のある人 ⑤エント
リーシート、資格証の写し ⑥ 11 月９日㈫まで

（必着） ⑦子育て支援課

❸ 事 務 補 助
員

【２人】

①市役所で受付作業やパソコン入力などの事務
作業 ②月〜金曜日の週５日・午前９時〜午後
５時 ③時給 999 円 ④パソコン入力ができる人 
⑤履歴書 ⑥ 11 月 30 日㈫まで（必着） ⑦高齢
介護課

問合せ　国保年金課へ

　国民年金は、働いている若い間に保険料を支払う
ことで年金受給者を支え、老後に支えてもらうとい
う世代間扶養の仕組みで成り立っている制度です。

～よくある質問～
Ｑ．基礎年金の種類は？
Ａ．原則 65 歳以降に受け取る「老齢基礎年金」、
病気やけがなどで障害が残った場合に受け取る「障
害基礎年金」、国民年金加入者が亡くなったときに

「子のある配偶者」や「子」が受け取る「遺族基礎
年金」があります。
Ｑ．保険料は？支払いが難しい場合は？
Ａ．令和３年度の国民年金保険料は 16,610 円で
す。納付が難しい場合は免除制度があり、全額ま
たは一部が免除・猶予される場合があります。

● 出張年金相談
　日本年金機構の職員が、国民年金・厚生年金・障
害年金などに関する出張相談を行います。
日時　11 月８日㈪午前 10 時〜 12 時、午後１時〜４時
場所　市役所東別館２階・第１・２会議室
※年金手帳・本人確認書類・本人以外の相談時は、
委任状および代理人の本人確認書類などを持参

Ｑ．定額保険料以外の保険料はあるの？
Ａ．付加年金があります。月々の定額保険料に付加
保険料（400 円）を追加で納めると、老齢基礎年金
に付加年金を上乗せして受け取ることができます。
Ｑ．保険料の納付証明書はあるの？
Ａ．社会保険料（国民年金保険料）控除証明書があり、
11 月上旬に日本年金機構から送付されます。詳細は
吹田年金事務所へ。

● 認定こども園の職員募集
職　種
▷補助保育教諭
▷朝夕パート職員
▷給食調理補助嘱託員
詳細は右記 QR から市ホームページへ
問合せ　こども教育課へ

● みきの路 送迎車運転手募集（１人）
内　容　送迎車運転、リフト操作など
時　間　月〜金曜日の週５日・午前８時 15 分〜

10 時 15 分および午後４時半〜６時
賃　金　時給 1,200 円
資　格　普通自動車運転免許
申込み　みきの路☎ 072（632）2203 へ

● シルバー人材センター職員募集
　　　　　　　　　　　　　　　　（若干名）
内　容　①高年齢者等への職業紹介、取引先管理 

責任者
　　　　②①の補助員
任　期　任用日〜令和４年３月 31 日（更新あり）
時　間　いずれも月〜金曜日の週５日・午前８時

45 分〜午後５時 15 分
賃　金　月額① 167,400 〜 200,900 円
　　　　月額② 151,700 円
資　格　普通自動車運転免許
申込み　11 月 10 日㈬までに、センターで配布

する必要書類を、同センター窓口へ提出
問合せ　同センター☎ 06（6381）8181 へ

11 月は「ねんきん月11月は「ねんきん月間」間」


